
1 

令和５年度中間貯蔵施設事業等に係るモニタリング調査業務仕様書 

 

第１ 業務の目的 

国が実施する中間貯蔵施設事業及び飯舘村長泥地区環境再生事業に関して、当該施設や

周辺の環境モニタリング調査を実施することにより、当該事業の安全性を確認することを

目的とする。 

 

第２ 業務の内容 

本業務は、発注者（以下「甲」という。）と適宜調整し、以下の業務を行うものとする。 

なお、関係法令等に基づき必要な手続きが生じる場合は、当該手続きは受注者（以下「乙」

という。）が責任をもって行うものとする。 

 

１ 調査 

別紙１に示す方法に従い別紙２について調査を行うこと。 

調査の実施に際しては、日程、調査地点及びサンプリング・分析の具体的な方法及び定

量下限値並びに各種報告様式等について、甲の指示に従うこと。 

調査結果は、確定した時点で速報として甲へ調査後１か月以内にメール等にて提出する

こと。 

打合せ、事前現場確認、調査及び報告にあたっては、関連する以下の基準等を参考にす

ること。 

 

○一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

第 3 条に規定する環境大臣が定める水質検査の方法（昭和 52 年総理府・厚生省令第 1 号） 

○環境庁告示第 59号(昭和 46年 12月 28日) 

○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（平成 11年 27日総理府令第 67号） 

○平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に

より放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平

成 23年環境省令第 33号) 

○廃棄物関係ガイドライン(平成 25年 3月第 2版環境省) 

○放射能測定法シリーズ（原子力規制庁又は文部科学省） 

○大気中放射性物質のモニタリングに関する技術参考資料（平成 15年文部科学省） 

〇中間貯蔵施設の周辺地域の安全確保等に関する協定書（平成 27年 2月福島県・大熊町・

双葉町・環境省） 

○その他関連する基準等 
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２ 報告書の作成等 

業務完了後に提出する報告書は以下の項目とする。 

（１）各調査結果（報告様式等は甲の指示に従うこと） 

（２）試料採取等の記録及び測定現場で撮影した写真 

（３）分析結果報告書、計算書等 

（４）甲の承認を得た協議録（甲と協議を行った場合） 

 

第３ 業務履行期間 

契約締結日から令和６年３月２９日まで 

 

第４ 留意事項 

本業務の実施にあたっては、以下の事項に留意すること。 

１ 作業については、以下の規則等に準拠し、従事者の放射線防護・管理体制について十分

考慮すること。 

○「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務

等に係る電離放射線障害防止規則」（平成 23年厚生労働省令 152号） 

○「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」（平成 23年基

発第 1222第 6号） 

○「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務

等に係る電離放射線障害防止規則等の施行について」（平成 23年基発第 1222第 7号） 

○廃棄物関係ガイドライン(平成 25年 3月第 2版環境省) 

○電離放射線障害防止規則（昭和 47年 9月 30日労働省令第 41号） 

 〇中間貯蔵施設の周辺地域の安全確保等に関する協定書（平成 27年 2月福島県・大熊町・

双葉町・環境省） 

 

２ 業務履行期間中に規則等が改正された場合は、甲と協議した上で、必要な事項を可能な

範囲で反映するよう検討すること。 

 

３ 本業務では、サンプリング及び測定作業において、帰還困難区域内等に立ち入ることと

なるため、被ばく線量の測定、記録、汚染検査など帰還困難区域内等に係る放射線管理の

手続きに従うこと。また、乙は、サンプリング及び測定等の作業者に対して、除染電離則

又は電離則の各基準に基づいた被ばく線量の管理及び健康管理等を実施すること。 

 

４ 契約締結後、乙は、調査に必要な資機材や人員等を速やかに準備して遅滞なく対応でき

るようにすること。 
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５ 調査時期は甲と協議のうえ詳細を決定すること。なお、サンプリングした検体を甲が指

示する場所へ搬入する場合、直接持ち込むことを原則とし、やむを得ない理由により郵送

等により行う場合には、事前に調整すること。なお、郵送等に係る費用は乙が負担するこ

と。 

 

６ 各調査項目において、気温、水温、色度などの項目は、乙の負担にて同時に測定するこ

と。 

 

７ 調査に必要な資材、機材及び電源等は、全て乙の負担とすること。 

 

８ サンプリングに使用する容器はその都度、甲が指定した規格の新品を用いることとし、

その廃棄については乙が責任を以って法令等を遵守の上、廃棄を行うこと。なお、使用済

みの容器の引き渡しについては、甲と協議の上で決定すること。 

 

９ 甲が示す検体を保管するため 3m3 程度の場所を予め確保し、採取した検体は再検査を想

定した方法で保管しておくこと。なお、処分等については甲から改めて指示する。 

 

10 中間貯蔵施設内外におけるサンプリング及び測定作業中の安全確保については、着手前

に甲に安全対策に関する計画書（実施体制図、緊急時連絡網を含む。）を提出し、承認を得

て、安全に作業を行うこと。 

 

11 調査中、事故等が発生した場合は、直ちに甲に報告し、指示を仰ぐこと。 

 

12 調査の実施にあたって、中間貯蔵施設事業及び飯舘村長泥地区環境再生事業に支障のな

いように行うとともに、各事業に係る設備等を破損又は汚損しないように行うこと。また、

安全確保上必要な事項については、施設の設置者及び管理者の指示に従うこと。なお、万

が一、破損又は汚損した場合には、乙の責任において原状回復すること。 

 

13 中間貯蔵施設敷地境界での調査について、甲の指定する場所において実施するとともに、

必要に応じ、所轄機関に対し、道路使用許可申請、道路占用許可申請を行うこと。 

また、円滑かつ確実な測定のため、設置機材に対し測定を阻害する要因（いたずら、気象

等）への対策や盗難防止対策を講じること。 

 

14 地権者及び地域住民に対しては真摯に対応すること。また、本調査に瑕疵があったため

他人に損害を生じさせたときは、適切に対応すること。 
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15 乙は、除染電離則に基づき、特定線量下業務又は除染等業務に従事する作業員について、

安全講習会、電離放射線健康診断及び一般健康診断、セルフスクリーニングの実施、放射

線管理手帳の発行等の必要な措置を行うこと。 

 

16 乙は、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン第８の２

(３)の規定に基づき、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」に参加すること。 

 

第５ 成果物（印刷物（紙媒体）又は電子媒体（DVD-R等）） 

紙媒体 ：報告書 １部（Ａ４版） 

電子媒体：報告書の電子データを収納した電子媒体（DVD-R等）１式 

報告書及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。 

提出場所：福島県生活環境部中間貯蔵・除染対策課 

 

第６ 著作権等の扱い 

１ 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権（以下

「著作権等」という。）は、福島県が保有するものとする。 

２ 成果物に含まれる乙又は第三者が権利を有する著作物等（以下「既存著作物」とい

う。）の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。 

３ 納入される成果物に既存著作物が含まれる場合には、乙が当該既存著作物の使用に

必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 

 

第７ その他 

乙は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは

本仕様書に記載のない細部については、甲と速やかに協議し、その指示に従うこと。 
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（別添） 

１ 電子データの仕様 

（１）Microsoft社 Windows10上で表示可能なものとする。 

（２）使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 

・文章：Microsoft社 Word（ファイル形式は Word2016以下） 

・計算表：表計算ソフト Microsoft社 Excel（ファイル形式は Excel2016以下） 

・画像：JPEG形式 

（３）(２)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。 

（４）以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及

び DVD-R等に必ずラベルにより付記すること。 

（５）文字ポイント等、統一的な事項に関しては甲の指示に従うこと。 

 

２ その他 

成果物納入後に乙側の責めによる不備が発見された場合には、乙は無償で速やかに必要

な措置を講ずること。 

  


